　　　十日町市除雪作業安全対策機材貸出要綱
令和６年　月　日
十日町市告示第　号
（目的）
第１条　この告示は、市内における除雪作業での事故防止等を目的として、市が所有する安全に除雪を実施するための機材（以下「機材」という。）を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
（対象者等）
第２条　貸与の対象となる者は、市内において除雪作業を実施しようとする団体・集落とする。
（貸与の申請及び決定）
第３条　機材の貸与を受けようとする者は、安全除雪作業機材貸与申請書（様式第１号）を貸与希望日の５日前までに市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、貸与の可否を決定し、除雪作業安全対策機材貸与決定（不決定）通知書（様式第２号）により申請をした者に通知するものとする。
３　市長は、機材の貸与を決定した者（以下「利用者」という。）の台帳を作成し、保管するものとする。
（機材の貸出台数・期間）
第４条　市長は、利用者に対し次に掲げる物品を貸与するものとする。
　(1)　ハーネス　１組織・団体・集落につき３個までに限る。
　(2)　ランヤード・ロープ・カラビナ　１組織・団体・集落につき３個までに限る。
　(3)　かんじき　１組織・団体・集落につき３個までに限る。
　(4)　スノーダンプ　１組織・団体・集落につき３台までに限る。
　(5)　ヘルメット　１組織・団体・集落につき３個までに限る。
　(6)　はしご　１組織・団体・集落につき１本にまで限る。
　(7)　小型除雪機　１組織・団体・集落につき１台までに限る。
　(8)　アルミブリッジ　１組織・団体・集落につき１組までに限る。
２　貸与の期間は、機材を貸与した日から３日以内とする。
（貸与及び返還の方法）
第５条　機材の貸与に係る受け取り及び返還は、利用者が行うこととする。
２　機材の貸与に当たっては、除雪作業安全対策機材受領証（様式第３号）と引換えに機材を引き渡すものとする。
３　機材の貸与及び返還は、平日９時から17時の間とし、市が指定した場所で行う。
（機材の管理）
第６条　利用者は、貸与された機材を善良な管理者としての注意義務をもって管理しなければならない。
２　利用者は、貸与された機材を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
[bookmark: _Hlk178856151]３　利用者は、貸与された機材が故障し、破損し又は紛失したときは、機材故障、破損、紛失届（様式第４号）により、直ちに市長に届け出なければならない。
（機材に係る費用等）
第７条　機材の貸与に係る費用は無料とする。
２　利用者は、機材の利用に要する燃料並びに機材の修繕、維持及び管理にかかる費用を負担しなければならない。
３　利用者は、故意又は重大な過失により機材を破損し、又は紛失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
（貸与決定の取り消し）
第８条　市長は、貸与の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為により貸与の決定を受けたときは、第３条第２項の規定による貸与の決定を取り消すものとする。
２　前項の規定により貸与の決定を取り消された者は、機材を速やかに市長に返還しなければならない。
（その他）
第９条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
この告示は、公布の日から施行する。


様式第１号（第３条関係）
年　　月　　日

十日町市長　様

除雪作業安全対策機材貸与申請書

十日町市除雪作業安全対策機材貸出要綱に基づく機材の貸与を受けたいので、同要綱第３条第１項の規定により申請します。

	申請者
	組織・団体・
集落名
	

	
	代表者住所
	〒
十日町市


	
	代表者氏名
	

	
	電話番号
	

	
	貸与希望日
	　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日

	[bookmark: _Hlk178856875]貸与を希望する機材
	ハーネス
	フルハーネス型　ランヤード付き
	個

	
	
	フルハーネス型　ランヤードなし
	個

	
	
ランヤード
	個

	
	
ロープ
	本

	
	
カラビナ
	個

	
	かんじき
	通常タイプ
	個

	
	
	ワンタッチタイプ
	個

	
	
	スノーシュー
	個

	
	スノーダンプ
	台

	
	ヘルメット
	個

	
	はしご
	本

	
	
	台





様式第２号（第３条関係）

第　　　号年　月　日

　　　　　　　　様


                                                    十日町市長　　　　　

[bookmark: _Hlk178859614]除雪作業安全対策機材貸与決定（不決定）通知書

　　　　　年　月　日付けで申請のありました機材の貸与につきましては、下記のとおり決定しましたので、十日町市除雪作業安全対策機材貸出要綱第３条第２項に基づき通知いたします。


記


	決定
	

	不決定
	理由






様式第３号（第６５条関係）

年　月　日

十日町市長　様

[bookmark: _Hlk180057870]除雪作業安全対策機材物品受領証

十日町市除雪作業安全対策物品貸出機材貸出要綱に基づく物品機材の貸与貸出しを受けたので、同要綱第５６条第２項の規定により受領証を提出します。なお、機材物品の貸与貸出しを受けるにあたり、下記の安全除雪作業安全対策物品貸出機材貸与に伴う誓約事項に同意します。

団体・集落名　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者住所　十日町市　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

	除雪作業安全対策物品貸出機材貸与に伴う誓約事項

１　物品機材は、私自身の責任において大切に使用します。

２　機材物品を譲渡し、貸与し、担保に供することはしません。

３　機材物品が故障、破損又は紛失したときは、速やかに市へ届け出ます。

４　私は、機材の利用に要する燃料並びに機材の修繕、維持及び管理にかかる費用を負担します。

５４　私の故意又は重大な過失で機材物品を破損、紛失したときは、それによって生じた損害を賠償します。





様式第４号（第６条関係）

年　　月　　日

機材故障、破損、紛失届

十日町市長　様

住　所　十日町市　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　

装置を下記の理由により故障、破損、紛失しましたので、十日町市除雪作業安全対策機材貸出要綱第６条第３項の規定により届け出ます。


記

	日　　時
	年　　　月　　　日（　　曜日）

	理　　由
	

	現在の機材の状況
	


[bookmark: _GoBack]
